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東日暮里保育園の移転と民設民営化に係る説明会 議事要録 

 

第1回 平成29年10月13日（金）17時00分から19時15分 出席14世帯17名 

会 場 東日暮里保育園遊戯室 

 

内 容 

１ 開会 

２ 出席職員紹介 

３ 子育て支援部長挨拶 

４ 東日暮里保育園の移転と民設民営化についての説明 

５ 質疑応答 

６ 閉会 

 

主な質疑応答 

【公募に関する事項】 

No. 要望・意見等 回答 

1 

 認可保育園の運営実績 3年以上は財務状況

なども勘案して必須と考えるので、ぜひ公募

要項に盛り込んでほしい。 

 3年以上の運営実績までは、公募条件とし

て考えておりませんが、事業者全体の財務診

断を過去3年分行うこととしております。 

また、今回は0歳児から5歳児までの保育

を実施している保育園を運営している社会福

祉法人に限定し、認可保育園の運営実績を求

めております。 

2 
 新人保育士の配置は、2、3人までに抑えて

ほしい。 

 保育士の配置については、ベテラン、中堅、

新人がそれぞれバランスよく配置されている

ことが望ましいと考えております。 

3 

 引継ぎについて、他の自治体ではクラス担

任が半年前から入るなどしているので、同様

に対応してほしい。 

 平成 30年度の 1年間を引継期間として、

区・園と事業者との間で十分な引継ぎを行っ

てまいります。 

4 

 クラスリーダーの平均保育実務経験年数 5

年について、現状の東日暮里保育園の保育水

準を維持するよう、平均という表現を削除し、

南千住保育園の公募と同様、保育実務経験年

数5年以上としてほしい。 

 また、2年や 3年の職員でも、クラスリー

ダーが勤まると判断する根拠として、保育実

務経験年数以外に何かあるのか。 

これまで、クラスリーダーの条件について

は、保育実務経験年数を 3年以上としており

ましたが、保護者の皆様のご要望を受け、他

の自治体の例も参考に検討の上、平均保育実

務経験年数を5年以上といたしました。 

区としては、法人としての理念、職員のバ

ランス、職員の資質向上の取組み等を総合的

に勘案すべきものと考えております。 

平均という表現を削除することは、保育経

験年数が 5年に満たない職員をクラスリーダ

ーとして配置しようとする事業者は応募でき

なくなるなど、より多くの事業者から選定す

ることを考えると望ましくないと考えます。 
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No. 要望・意見等 回答 

5 

 栄養士の方が頻繁に変わってしまうと、給

食で事故が発生しないか心配なので、経験年

数等を定めることは検討していないのか。 

 今回、栄養士の常勤配置を公募条件に加え

ることで、事業者の栄養士が責任を持って献

立の作成やアレルギー対応等の業務を行うこ

とになり、給食の提供の際に事故が発生しな

いよう対策が講じられるものと考えておりま

す。 

6 
 保護者の選定委員が 2名と決められた根拠

は何か。 

 これまでは、外部委員を 1名としていまし

たが、選定委員に手を挙げていただいた 5名

の方と話し合う中で、2名とした経緯があり

ます。 

7 
 事業者から応募がない場合を想定している

のか。 

 区ホームページによる公募開始にあわせ、

事業者に直接案内の送付なども行うことか

ら、応募があるものと考えております。 

8 
 保育士の質や水準を誰が責任を持って適切

に判断するのか。 

 選定委員会の中で、職員の構成や保育実務

経験年数、職場環境の考え方、職員の資質向

上の取組み等、事業者としての考え方を総合

的に勘案して評価してまいります。 

9 

 事業者からの応募が条件に満たない 1社の

みであった場合に、その事業者を選定するこ

とがないようにお願いしたい。 

 応募条件に満たない事業者は、申込み自体

できないため、そのような事業者を選定する

ことはありません。 

 

 

【計画・その他に関する事項】 

No. 要望・意見等 回答 

1 

 これまでの保護者説明会の位置付けは、児

童福祉法第33条の4の規定における措置解除

に向けた説明会であったのか。 

 新制度施行後、保育に関しては必要性の認

定に基づき利用調整を行っており、措置入所

は、福祉事務所長や児童相談所長の権限によ

る入所以外になく、当該園に対象者はおりま

せん。そのため、今回の事例は措置解除には

当たらないと考えております。 

2 

 現在の場所で東日暮里保育園を建て替えて

ほしいという保護者等の要望や陳情が反映さ

れず、公共施設更新計画が変更され、ふれあ

い館と保育園が整備されることになった。 

高齢者や地域の方にとって、ふれあい館は

便利な施設だと思うが、保育園は、就労する

親が生活していくために、どの公共施設より

も優先度が高い施設であり、他の施設と同等

に考えるべきものではないと思う。 

現在、東日暮里保育園の跡地にふれあい館

と児童遊園を整備するという計画に変更はあ

りません。一方、今年度の待機児童が昨年度

よりも増加したことから、区議会の提案を受

け、児童遊園の予定地を活用した保育園の整

備が可能か検討しているところです。 

3 

 様々な問題を検討し、解決していくために、

事業者、保護者、区の三者による協議機関を

設置してほしい。 

 事業者選定後、速やかに行えるよう事業者

と協議してまいります。 
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No. 要望・意見等 回答 

4 

 区立 8園を保育事業研究園にするのであれ

ば、早急に計画を具体化し、保護者に事前に 

どの園が民営化になるのか示してほしい。 

また、保育事業研究園を取りまとめた時に

住民は参加していたのか。 

 今後の保育需要の予測や代替地の確保等の

課題がある中で、私立園の整備状況も考慮し 

ながら、プロジェクトチームにおいて、区立

保育園のあるべき姿や役割等を検討しており

ます。 

東日暮里保育園の民営化については、「区の

保育事業充実に向けた基本的な考え方」と公

共施設の順次更新の計画に沿って進めてまい

ります。 

5 

 区の窓口に相談しても具体的な解決がされ

ないことや問題が共有されないことがあるの

で、移管後に、苦情を解決する機関を設置し

てほしい。 

 苦情や相談に関する業務は保育課保育指導

係が担当しております。こちらへ苦情や相談

を寄せていただければ、丁寧に対応いたしま

す。 
6 

 私立園に対する苦情や相談はどこにすれば

よいのか。 

7 
 移転予定先の周辺住民の方との調整はどう

なっているのか。 

 住民説明会は終了しておりますが、8月の

既存建物の解体工事説明会において個別に意

見を頂くなど、隣接マンションの住民の方と

は話合いを続けており、具体的な意見等を伺

っております。 

8 

 子どもが環境の変化により、精神的に不安

定になった場合の必要なケアやバックアップ

について対策は何かあるのか。 

 保育士が突然変わることがないよう、平成

30年度の1年間を引継期間としており、その

中で引継ぎをしっかり行い、子どもたちには

新しい保育士に慣れてもらいます。 

また、保育課には臨床心理士が2名在籍し、

巡回等による相談に努めており、十分なケア

を行ってまいりたいと考えております。 

9 

 賛同を得られないまま民営化を進めること

により、保護者や保育士の中で対立が生まれ、

公立園の引継ぎがスムーズに進められないの

ではないかと思うがどうか。 

 保護者の皆様がご心配を抱くことのないよ

う、1年間掛けてしっかりと引継ぎを行って

まいります。 

また、三者による協議会を開催できるよう、

事業者と協議してまいります。 

10 

 公募スケジュールを見ると、今日の説明会

が最後のようであるが、今日出された意見は

どうなるのか。 

 本日の説明会で最後とさせていただき、今

回お示しした公募要項案により、選定委員会

で公募要項を決定してまいりたいと考えてお

ります。 

11 

 区は、子どもを預ける親の意見を無視して、

スケジュールどおり進めているように感じて

しまう。 

今後、このような説明会の場がなくなるこ

とを不安に感じる。 

 今回、新たに保育士の保育実務経験年数等

の見直しを行っており、保護者の方の意見等

を可能な限り反映して、公募条件を設定して

おります。 

今後もご意見・ご要望は受け付けてまいり

たいと考えております。 
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No. 要望・意見等 回答 

12 

 民営化後に、大きな事故やケガが発生した

場合に、区が責任の一端として、責任を持っ

て対応してくれるのか。 

 まず、そのような事態が発生しないよう、

事業者を選定することが前提と考えます。 

万が一、事故や事件が発生した場合、一義

的には保育園の事業者が責任を負うことにな 

りますが、区にも保育の実施義務があるため、

責任を負うものと考えております。 

13 

 第1回選定委員会を開催する前に9月4日

と 8日の説明会の議事要録を公開してほし

い。 

 公開準備を進めており、1～2週間程度時間

を頂ければと思います。 

14 

 民営化後、東日暮里保育園の保育士による

フォローはしてもらえるということでよいの

か。 

 引継期間後のフォローの必要性は感じてお

り、他自治体の例も含めて、今後検討してい

きたいと考えております。 

15 
 事業者が決定したら保護者への説明は行わ

れるのか。 

 事業者決定後、改めて保護者説明会を行い

ます。その際、区とともに事業者も出席する

予定です。 

 


